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は じ め に 

 

狭山ニュータウン地区は、本市の発展を牽引してきた地域であり、

地域の皆様による「活発で多彩なまちづくり活動」をはじめ、計画的

に整備された「美しいまちなみ」や「周辺の豊かな自然」、「住みよい

住宅環境」など、多様な魅力を擁しており、これらを次世代へ適切に

引き継いでいく必要があります。 

そのため、平成３０年度には、狭山ニュータウン地区の活性化を図

る「道しるべ」として、「狭山ニュータウン地区活性化指針」を策定し、地域の皆様とともに、

新しい創造的な取組みを進めてきたところです。 

この間、令和３年４月に、帝塚山学院大学狭山キャンパスが市外へ移転され、同年１２月に

は、府営狭山住宅の集約建替えの計画が大阪府から示されました。また、令和 7 年 11 月に

は、近畿大学病院等の市外への移転も予定されており、さらに、新型コロナウイルス感染症の

影響による社会変容に応じた「情報通信技術の活用」や「コミュニティの活性化」、「地域のに

ぎわいづくり」などにも、対応していく必要があります。 

本計画は、これらの課題にも適切に対応していくため、まちづくりの取組みを主体（市・住

民等・事業者）毎に整理し、パッケージ化（網羅的に体系化）するとともに、当活性化指針の

アクションプラン（実施計画）として、機能的かつ実行性を伴う計画としています。 

今後は、本計画に基づき、戦略的かつ着実に当地区再生への取組みを進めていくことによ

り、その取組状況が可視化され、効果的でスピード感をもった課題への対応が可能となりま

す。 

最後に、本計画の策定にあたり、多大なるご協力をいただきました大阪狭山市狭山ニュータ

ウン地区再生連絡協議会委員の皆様をはじめ、すべての関係者に、心から感謝申し上げますと

ともに、引き続き、当地区の再生・活性化の推進について、ご参画をいただきますようお願い

申し上げます。 

 

令和 4 年（２０２２年）2 月  

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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